
155 ■

 役員に任務懈怠なし（善意かつ無過失の場合）

  役員に任務懈怠あり（悪意又は過失により損害を与えた場合）

　同意があったとき

  同意がなかったとき

　悪意又は重過失であるとき

　軽過失であるとき

  　　　　　　　　　　　（非業務執行理事･監事の場合）

※　総評議員の十分の一以上の異議が

  規定がないとき 　ある場合は認められない。

　決議がされたとき

※　出席評議員の三分の二以上の議決

  決議がされないとき 　が必要。

　　イ　理事長　　　　　　　　　六

　　ロ　業務執行理事・職員理事　四

　　ハ　上以外の理事・監事　    二

(非業務執行理事又は監事の特例）

　寄附行為の規定により責任
限定契約を締結している場合
には、同契約で定めた額又は
上の最低責任限度額のいずれ
か高い額の範囲内で損害賠償
責任を負う。

免除することができる額の上限
は、役員の職務に応じて、年間の報
酬額に次に掲げる数を乗じて得られ
た額（最低責任限度額）を超える部
分

損害賠償責任なし

損害賠償責任の全部又は一部免除

損害賠償責任の免除なし

理事会の決議で一部免除決定

評議員会の決議で一部免除決定

※

≪　訂正のお願い　≫
『私学法改正で変わる　監事監査の実務』におきまして、P155、156のの図表に誤りがございました。訂正が多
岐にわたりますので、下記の図と差し替えさせていただきます。皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお
詫び申し上げます。

③-1 役員の損害賠償責任 概要図

評議員会による免除の決議

損害賠償責任の免除なし

役員の任務懈怠の状況

　規定があるとき

学校法人に損害が発生

総評議員による免除の同意の有無

寄附行為における「理事会の決議により
免除することができる旨の規定」の有無
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※

理事長の場合

業務執行理事・職員理事の場合

上以外の理事(非業務執行理事）・監事の場合
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　　損害賠償責任の免除額の上限は四千万円

　　損害賠償責任の免除額の上限は六千万円

③-2 役員の損害賠償責任の免除 概要図（例）

③-3 非業務執行理事・監事の損害賠償責任限定契約等 概要図（例）
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「算定基礎報酬額」とは役員が学校法人
から職務執行の対価として受ける財産上
の利益のうち、毎年度受けることとなる
年間報酬額と、退職した際にまとめて受
けることとなる退職一時金等の年割額の
合計額である。

　　損害賠償責任の免除額の上限は八千万円

　最低責任限度額

　　学校法人に発生した損害の額（損害賠償責任額）＝一億円
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（例1）役員報酬額が二百万円の場合

　　　　損害賠償責任の限度額は五百万円

（例2）役員報酬額が三百万円の場合

　　損害賠償責任の限度額は六百万円

寄附行為における損害賠償責任の最低額の規定＝百万円以上
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　上の通り、寄附行為で「損害賠償責任の最低額」の規定を定めた上で、
各非業務執行理事又は監事それぞれと「責任限定契約」を締結している場
合には、その額と役員報酬額の二倍の額とを比較してどちらか高い額が、
非業務執行理事又は監事の損害賠償責任の限度額となる。


